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1.    昭和50年度労働力人口補正推計について

昭和50年の労働力人口については,新経済社会発展計画の推計がある。計画は50年度の労働力人口を
5,481万人,基準年度(43年度)に対する伸び率を年率1.1%と見込んでいる。計画は女子中高年層の労働力
化をめぐる条件整備が進むことを前提としてその労働力率の上昇をかなり高めに推計してあり,本論で述
べたように最近の女子中高年の労働力率の動向と若干ギャップが生じつつある。

もっとも計画においては,女子40～64歳層の労働力率がそれ程高くならない場合をも想定して参考値とし
て併記している。

今後の労働力人口の増加については女子中高年の労働力率がどうなるかが一つのポイントとなるので,最
近の傾向をも含め,女子40～64歳層についてつぎにより推計し直してみると,50年度の労働力人口は,計画
値よりも94万人少ない5,387万人となり,また45年度に対する伸び率は年平均0.9%となる。その際の女子
全体の労働力率は47.8%となる見通しで,45年度実績にくらべると若年層での低下を反映し2.0ポイント低
下するが,40～64歳層は2.0ポイントの上昇となる。

〔補正推計方法〕

1) 女子中高年の労働力率は,その属する世帯の類型によって大きな差があるので,世帯類型別に年令
別労働力率を推計し,世帯類型別の女子人口を乗じて労働力人口を算出し積上げる。 

2) その際,将来の世帯類型別労働力率は,原則として「労働力調査」による37～45年の傾向を延長し
て推計する。ただし,世帯類型別労働力率の原計数は労働力調査の42年改訂により新旧調査間にかな
りのギャップができているので,37～42年についてギャップを修正して用いる。 

3) 世帯類型別女子人口には,計画の想定値をそのまま使用する。

この世帯類型別労働力率を延長するという方法は,実は,前述した計画の参考値を算出するさいに用
いられた方法である。ただ,計画では推計を行なった時点との関連で,推計の基礎としては37～43年
度の傾向がとられており,43～45年度の動きは含まれていない。そのため,計画参考値の50年度労働
力人口は5,450万人で,計画値よりは少ないが本補正推計はこれをさらに下回っている。 

第1表 50年度労働力人口,労働力率
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第2表 世帯類別年齢別女子中高年層の労働率の推移と昭和50年の推計
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第3表 女子40～64歳層の世層類型別人口と労働力人口
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2    労働力の構成変化による労働力の質的変化の計測について

労働力の伸びが鈍化しつつあるだけでなく,内容においても高齢化や高学歴化などの変化が進んでおり,実
質的に労働力供給に影響を与えている。たとえば,若年者が増えるのと高齢者が増えるのとでは人員は同
じでも,その経済活動に対する効果は異なるはずであり,したがって,今後の労働力供給については,労働力
人口や労働時間だけではなく,労働力の質的な問題にも立ち入って検討することが必要である。

この問題については,これまで,労働力の質は当該労働者の賃金にあらわれているという前提に立って労働
力の質の変化を計測するという試みがなされている。

賃金が労働力の質をあらわしているとの考え方に立てば,ある時点の労働力全体のいわば質的水準は,その
時点の労働力構成をウェートとして基準年の年齢,性,学歴別賃金を加重平均することによって求められる
ので,各時点のそれを比較すれば,その間の質的変化の程度を知ることができる。

その際,賃金によってあらわされる労働力の質とは,つぎのような性格のものであることに留意する必要が
ある。それは,賃金が労働力の質に対応してきめられる場合においても,その質とは,労働者の本来的な能力
そのものではなく,その時点での技術水準や労働力の活用の状況を前提とした上で実現可能な能力である
ことである。したがって,労働力活用の方式が改善されれば,その能力もまた変り得るわけである。こうし
たことを前提とした場合においても,賃金をそのまま労働力の質をあらわすものとして使用することはと
くにわが国の場合問題がある。なぜならば,わが国では,大企業を中心に年功および学歴による賃金管理が
行なわれているため,現実の賃金と労働力の質との乖離が大きいことがあるからである。

その結果,賃金の低れんな割に適応力や能力伸長の可能性に富み,また使用範囲の広範な若年層や低学歴層
に労働力需要が集中する結果となっている。

これまでの計測例においては,労働力の質をあらわすものとして賃金がそのまま使われているが,上述のよ
うな問題にかんがみ,以下では,つぎのような方式で賃金を補正した上で,現在の労働力の活用状態が続くと
いうことを前提とした場合における労働力構成変化による質の変化を計測してみた。

補正方法(ケースI)

・・・・・・労働市場における年齢,性,学歴別労働力需給度の差異は,賃金と労働力の質とのギャップを反
映しているとの考えに立って,年齢,性,学歴別賃金を求人充足率(ただし学歴別充足率についての資料が得
られないので,就職機会の多寡を反映する学歴別離職率をとる)によって修正。

補正方法(ケースII)

・・・・・・中途採用者賃金,とくに中小企業のそれは年功的要素が薄いと考えられるので,中小企業の中
途採用初任給そのものを使用。

以上2つの方法で,43年について年齢,性,学歴別の補正賃金―換言すれば賃金で表示した年齢,性,学歴別の
質的水準を算出すると第1表の通りである。

さらに,50年,55年の年齢,性,学歴別構成を推計し(第2表),上記補正賃金をウェートとする加重平均値を求め
ることにより,労働力構成変化による労働力全体の質的変化を計測すれば第3表のようになる。

これによれば,ケースによって若干の差はあるが,いずれの場合でもつぎのような傾向がみとめられる。
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1) 年齢,性別構成については,これまでは25～39歳の働き盛りの層の比重が高まったことの影響で労
働力の質の上昇がみとめられたが,今後は企業からの需要の少ない高齢労働力の比重増大が影響し,
質は上昇しないかむしろ若干低下する。 

2) 学歴構成変化については,高学歴化は労働力の質を高める方向に作用するが,中学卒の進学率が45
年現在で82%の高水準に達したため,今後上昇が緩やかになると見込まれることなどを反映し,その
程度は低下する。 

3) これらの変化を総合してみると,労働力構成の変化によって,これまで年率0.3%強の質の向上がみ
られ,したがってこれを労働力人口に換算すると各年について15～17万人の新規追加労働力供給が
あったに等しい効果があったとみられるが,50～55年には労働力構成変化による質の向上は0.1%強,
労働力人占換算7～8万人となり差引き労働力供給増加量としては,10万人弱鈍化する。 

今後の労働力人口の増加数は30～60万人程度であるから,労働力構成変化の影響はかなり大きいといえよ
う。

中高年齢層の能力開発と有効活用,学歴にとらわれず各人の能力を最大限に発揮させるような体制の整備
が進まないと,この面からも労働力供給の伸びの鈍化が加速される可能性が強い。

第1表 賃金で表示した労働力の質
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第2表 年齢,性,学歴別労働力人口構成
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第3表 年齢,性および学歴構成変化による労働力の質の変化
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3.    労働組合の要求多様化の実態

春闘においては,賃金引上げ要求それも平均賃金ベア要求を中心に労使間で交渉が行なわれるが,この数年
の労働組合の要求の特徴としては,組合員の個別賃金比較意識などを反映して,賃上げ要求に個別賃金的要
素がとりいれられるとともに,賃金以外の事項についても,労働者の欲求の多様化を反映して,各種の要求が
だされるようになってきていることがある。

このような要求の多様化傾向は昭和43年頃からみられた。とくに,45年春闘においては,春闘共闘委員会,
同盟,IMF・ JCなどがそろって物価,公害,住宅,社会保障など国民生活に関連する諸要求を大きくとりあげ
るとともに,労災補償,時間短縮,定年制,退職金などについての付帯要求を前面におしだした。春闘共闘委
員会は,これらの要求を「15大要求」としてまとめるとともに,春闘にのぞむに当つて,1万円以上の大幅賃
上げ要求とともに,産業別最低賃金協定の締結,時間短縮,職場の安全確保,労災補償の改善,減税,物価,住宅な
どについての諸要求を含む5項目を統一要求として決定した。一方,同盟は,昭和45～50年度を計画期間と
する新長期賃金計画に基づく平均賃金水準の引上げと同時に,個別賃金要求を重視し,18歳と27歳の男子生
産労働者について個別賃金獲得目標を設定した。賃金以外の事項についても,物価問題,最低賃金制度の確
立,社会保障の充実,時間外労働・深夜労働等の割増率の引上げなどをとりあげた。

昭和46年春闘に際しては,春闘共闘委員会,同盟ども45年の要求をさらにいっそうおしすすめることとして
いるが,春闘共闘委員会では,年齢別最低保障獲得を統一要求のなかに初めてとりいれている。

ナショナル・センターのこれらの動きに対応して,単産,企業別組合のレベルにおいても要求は多様化し,統
一要求事項以外に,単産,企業別組合独自の要求も加わり,要求内容が広範になってきている。

労働省労政局の資料によって民間の主要18単産についてみると,賃金関係の要求では,初任給または産業別
最低賃金を要求する単産は,昭和36年でも10単産と比較的多かったが,ここ数年は16単産と,ほとんどの単
産が要求を提出している(第1表)。日本生産性本部の調査によると,企業レベルでも45年には48%の企業で
学卒初任給の要求があった。

第1表 春闘付帯要求事項

昭和45年 労働経済の分析



賃金関係の要求についての最近の特徴は,年齢や勤続,あるいは一人前ないし標準労働者ごとに最低賃金を
要求する単産がふえていることである。年齢別最低賃金を要求した単産は,昭和41年で上記18単産中2単
産だったのが,46年には8単産にふえ,また一人前ないし標準労働者の最低賃金を要求したのは,36年1単
産,41年2単産,46年5単産とふえている。しかも,これら最低賃金を要求した単産のうち,年齢表示のある要
求をしたのは,36年で3単産であつたのに対し,46年では9単産となっている。日本生産性本部の調査による
と,年齢表示の最低保障額要求があった企業は45年には42%となっている。しかも,年齢別最低賃金要求に
ついては,年齢区分の細かい要求を行なう単産がふえている。たとえば,45年,46年の鉄鋼労連の年齢別最
低保障賃金要求は,20～45歳を5歳きざみにした年齢区分にもとづいて作成されており,また電機労連は,こ
こ数年,15歳から25歳までの各年齢の最低賃金を要求している。

賃金以外に,諸手当の要求をする単産も増加しており,とくに時間外手当の増額を要求する単産は昭和36年
に上記18単産中2単産だったのが,46年には8単産となっている。

賃金関係以外の諸要求としては,近年における労働力人口の高齢化,重大災害の増大などを背景として,退職
金の増額,定年制の延長,労災補償の改善,労働災害(職業病)の防止などを要求する単産がふえてきている。
とくに,労災補償については,死亡, 1～3級の障害者に対する労災補償特別付加給付の新設または増額,通勤
途上災害の公傷化などを要求する単産の増加が著しい。昭和36年には,労災補償について要求を行なった
単産は上記18単産にはなかったが,45年には13単産とふえており,また日本経営者団体連盟の調査による
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と,45年には3割強の企業で要求が行なわれた (第2表) 。

労働時間の短縮を要求する単産は昭和36年でも18単産中9単産であったが,45年には12単産,46年には13単
産とふえてきており,また前掲の日本経営者団体連盟の調査によると,時間短縮要求の行なわれた企業は42
年29%,45年48%と増加傾向にある。とくに時間短縮の要求でめだつのは,

第2表 賃金要求以外の付帯的要求について(全産業)

休暇・休日の増加を要求する単産がふえてきていることで,労働時間の短縮とは別に,休暇・休日の増加を
要求した単産は,46年で18単産中7単産にのぼつている。

このような労働組合の要求の多様化に伴って,その要求をある程度受け入れる企業もふえてきている。

日本生産性本部の昭和45年の調査によると,年齢表示の最低保障額の要求があったのは集計企業266社中
112社(42%)で,そのうち妥結したのは74社(66%)であった。また,年齢表示の標準者の標準額要求や,一人
前労働者最低額要求があった企業は1割前後であったが,要求のあった企業のうち5割強の企業で妥結して
いる (第3表) 。

労働省労政局の資料によると,昭和45年春闘における賃金以外の事項についての要求では,「労災補償の改
善」と「労働時間の短縮」および「休暇・休日の増加」について妥結した企業が多く,「退職金の増額」,
「定年制の延長」,「時間外手当を含む諸手当の新設.増額」などについて妥結した企業もかなりある。日
本経営者団体連盟の調査によると,労働時間の短縮の要求があった企業のうち,妥結した企業は,43年には
15%であったが,45年には44%になっており (第4表) ,また上記日本生産性本部の45年調査によると,各要
求のあった企業のうち,労災補償の改善については79%,退職金の増額については58%,休暇.休日の増加に
ついては49%,時間外割増率の引上げについては43%の企業で妥結している (第5表) 。

第3表 最低保障要求妥結の状況
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第4表 賃金要求以外の付帯的要求交渉結果について

第5表 諸要求妥結状況
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4.    ヨーロッパ諸国における“山猫スト(非公認スト)”の状況と賃金交渉につ
いて

労働組合が全国的規模で産業別,職種別に組織され,賃金交渉も産業レベルなど企業レベルをこえて行なわ
れるのが一般的である西欧諸国において,近年企業ないしそれ以下のレベル(たとえば職場単位)での事実
上の賃金交一渉が行なわれる傾向がみられるようになり,それが国民経済的にも,また個個の労働者にとっ
ても,大きな影響をもつようになってきている。しかもこのような企業レベル等での事実上の賃金交渉が,
労働組合の正式承認をえない,いわゆる山猫ストを伴って起つているという特徴がみられる。そこで以下
レーバーアタッシ.の報告などをもとに,賃金交渉との関連からみた西欧1諸国における最近の非公認スト
の状況をとりまとめてみた。
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4.    ヨーロッパ諸国における“山猫スト(非公認スト)”の状況と賃金交渉につ
いて
I    イギリスの状況

非公認ストがもっとも有名なのはイギリスであり,ほとんど連日イギリスの新聞紙上をにぎわしている労
働争議の大部分が非公認ストといった状況である。たとえば,イギリスにおいては1960年以降ほとんど毎
年2,000件以上のストが行なわれているが(第1表),このうち公認されたストは1960～66年間では最高97件,
最低47件(ドノバン・レポートによる),1968年は約120件(日本ILO協会「世界の労働」20巻12号によ
る),1970年は119件(レーバーアタッシ,3報告[―国際労働二ュ一ス」77号より)にすぎず,残りの1900件前
後は部分的に承認されないものも含めて非公認ストとなっている(第2表)。そして以下に述べる事例など
からうかがわれるように,非公認ストは産業別にみると作業組織が複雑に入り組んでいる機械,自動車,石炭
などに多くなっており,また原因別には,就業規則問題と賃金問題に関連するものが圧倒的に多くなってい
る(第3表)。

ところで,非公認ストは,組合本部の承認のない争議,つまり組合員全体の意思をはなれて行なわれる争議で
あるが,このような非公認ストが発生ずるケースとしては,一部の組合員の意思が全体の意思と一致しない
場合と,争議の原因となる問題が局部的で本来一部の組合員のみに関係をもつ場合とがあり,イギリスにお
ける非公認ストもこの二つのタイプに分けてみることができる。そこで最初に前者のケースについて最
近発生した非公認ストのなかから数例紹介しよう。

第1表 イギリスにおける労働争議の発生状況

第2表 争議行為(作業停止)の公認,非公認別年平均件数(1964～66年)
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第3表 非公認ストライキの産業別,原因別年平均件数
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4.    ヨーロッパ諸国における“山猫スト(非公認スト)”の状況と賃金交渉につ
いて
I    イギリスの状況
(1)    フォード自動車の例

1971年の賃金交渉において,組合側は週12～16ポンド(49～50%)の賃上げを要求したのに対し,会社側は1
月29日に週2ポンド(7.5～8%)の引上げを回答した。これに対し,組合側は直前にクライスラー自動車が週
5ポンド(18%)の賃上げで妥結していたことや,1969年以降の賃金爆発によって賃金上昇率が全般に高く
なっていたことなどのために強い不満を示し,会社側の回答直後,組合本部の態度決定と指示をまつことな
く,イギリス国内にある22の工場のうち4工場で,非公認ストが発生し,これが全工場に波及した。その後2
月2日にフォード自動車のなかの主要労組である合同機械労組がこのストをオフィシャルなものと認め,つ
づいて2月3田こは運輸一般労組も追認して全社的規模でのオフィシャルな大争議に発展した。

フォード自動車の場合は,会社側が使用者団体に加盟しておらず,賃金交渉は従来から企業レベルで行なわ
れており,交渉パターンとしては一般的な全国交渉とは異なるが,組合本部の行なう交渉に対しむしろ職場
レベルなどの下部がイニシアチィブをとった点においては非公認ストの典型とみることからできる。
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4.    ヨーロッパ諸国における“山猫スト(非公認スト)”の状況と賃金交渉につ
いて
I    イギリスの状況
(2)    石炭鉱業の例

1969年の賃金交渉の際は上記フォードのケースとかなり類似し,会社側から 10月13日に賃上げ回答を行
なったところ,直ちにヨークシヤー地域の7万人の労働者が非公認ストを始め,組合本部はこれを止めさせ
ようとしたが,ストはウエ―ルズ,スコットランド地区の労働者にも波及し,ピーク時には12万人にものぼっ
た。このため会社側は10月17日に賃上げについては組合要求通り認めたが,組合員は労働時間等の他の要
求についても認めるよう求め,組合本部としては正式に会社側回答を承認したにもかかわらず,非公認スト
が継続し,TUCが乗り出してはじめてストは収まった。

1970年の際には,当初前年と同様の経過をたどり,組合本部が会社側の12%賃上げ回答が出たところで受諾
を正式に決定したが,スコットランド,ヨークシャーなどの地域ではこれを不満として非公認ストをはじめ
た。しかしこの時は組合側が会社側提案受諾の可否について全員投票を行ない,圧倒的多数の組合員が本
部決定を支持したため,非公認ストは拡大することなく終った。
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4.    ヨーロッパ諸国における“山猫スト(非公認スト)”の状況と賃金交渉につ
いて
I    イギリスの状況
(3)    ダストマン等(地方公共団体現場労務者)の例

ロンドンの街頭や公園をじんあいで埋め,テームズ河を下水で汚したことで有名なダストマン等の1970年
の争議は,オフィシャルなストとして行なわれたが,1969年のときは非公認ストを伴った。

この1969年のダストマン等の非公認ストは上記2例とやや内容が異なり,正式に労使間で賃金交渉が開始
される前にロンドン地区の一部のダストマン約50人が交渉を有利に展開させようという目的で非公認ス
トを起した。

この非公認ストがロンドン地区全体に波及し,参加労働者数も3,000人にものぼり,大幅賃上げが行なわれ
る結果となった。

以上の3例にみられるような労働協約の改定をめぐって行なわれる非公認ストは,スト件数全体からみれば
それほど多くなく,むしろ労働協約を補完するものとして企業ないし事業所レベルなどで取りきめられる
事項に関する非公認ストの方が圧倒的に多い。

ドノバン.レポートはこの問題についてつぎのように述べている(パラグラフ400から408の要約)。「非公
認ストは産業別協定の内容など組合としての公式の政策に対する不満から発生するかのようにいわれて
いるが,実際にはそういったケースは例外的である。むしろ多くは組合幹部が協約交渉で全く取り上げな
い職場レベル(workplacelevel)で決めることとなっている賃率や出来高率ないし解雇,作業取りきめ
(wokingarrangements)などの工場レベル(plantlevel)で発生する問題にからんで起つている。そして組合
はこのような非公認ストについては認めるとか認めないとかの態度を決めることすらしないことが多
い。それは地域レベル(districtlevel)の役員が1人平均102の工場と172人のショップスチュアードをもって
おり,職場問題はほとんどショップスチュアードに委せていることが多いこともあって,これらの組合役員
や職場委員代表(seniorshopstewads)さえもが問題の起つていることに気付かないことが多く,ストが起つ
てみなければそれを承認すべきかどうか問題にしようがないし,実際,公認すべきか否かの問題が起きない
方が多いからである。多くの組合では事前の承認がなければ組合員はストをやつてはいけないという規
定のないことも原因となっている。したがつてストが発生し,それがかなりの期間つづいた場合にはじめ
て公認問題が出てくるのであって,労働省資料によれば1964～66年間では大部分が1～2日で終つてしまう
ようなストについては公認のしようのないのが実情である。」これらの事業所レベルなどでの取りきめ
は元来は協約を補完するにとどまるものであり,賃金水準などについて重要な影響をもつ決定は行なわれ
ることはなかつた。しかし最近は,1)労働力不足が続き,末端の個個の労働者の地位が相対的に強まり,1人1
人の意見が強く出やすくなったことと,使用者側もそれを無視しえなくなったことや,2)賃上げについても
組合幹部の方針(熟練工に手厚くしたいなど)と現場で不足がもっとも激しく,経営者などができるだけ高
く賃上げをする必要があると考えている内容に不一致があることや,さらに,3)最近の政府の賃金抑制策の
なかで生産性協定を締結し,生産性向上に努めた場合には賃上げを認めるという抑制除外規定を設けたこ
となどのため,事業所レベルなどでの賃金取りきめが重要な役割をもつようになり,実際に個個の労働者の
賃金にとっても実質的影響をもつ傾向が強まってきている。

このように労働協約とそれを補完する取りきめをめぐって非公認ストが多発し,賃金上昇を押し上げる結
果となつているため,イギリスにおいては賃金構造が混乱し,ウエイジ・ドリフトが目立ち(第4表,第5表),経
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済成長が依然として低いにもかかわらず,賃金上昇率は10%をかなりこえ,物価動向などに深刻な影響を与
えている(第6表)。また,産業活動面や日常生活などの面にも影響があらわれてきているため,政府は労使関
係に関する新しい立法措置をすすめている。

第4表 産業別にみた協約賃率と実収賃金
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4.    ヨーロッパ諸国における“山猫スト(非公認スト)”の状況と賃金交渉につ
いて
II    西ドイツの状況

西ドイツは近年労働争議が少なく,労使関係は比較的安定しており,非公認ストも1968年以前はほとんどな
かった(1963年に判例があり,二ュ一ルンベルグの製靴工場で500人の工員中454人までが加工賃の引上げ
を要求して就労しなかったのに対し,組合はこれを公認せず,違法の判決が出ている。)。しかし,1969年に
いたり,1)景気の予想外の回復による企業経営の好,転と,2)1966～67年における自主的賃上げ抑制に続い
て,1968年の賃金交渉において,賃上げ率が低目で,しかも協約期間を長くしたこと(鉄鋼業などでは従来1
年であったのを1年半にした)などの要因が重なって,労働者の不満が高まり,非公認ストが続発し,注目を集
めた。

第5表 協約賃率と実収賃金の推移

第6表 最近の賃金,物価動向
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非公認ストは1969年9月鉄鋼業で最初に発生し,石炭鉱業や官公部門などへ波及した。鉄鋼部門の協約当
事者は金属労組(IGMetall)と全金属産業使用団体連盟(GesamtMetall)であり,11月に現協約が失効するた
め,組合側はかなり早くから交渉を開始するよう使用者側に申し入れていた。しかし使用者側がこれをう
けず,しかも同一の組合と使用者団体が当事者となる金属加工部門について,8月末に9月末失効予定の旧協
約を9月1日にさかのぼって改定し,8%の賃上げを決定したため,鉄鋼業労働者のなかに不横が高まり,9月1
日にさかのぼって11～12%の賃上げを行なうよう要求して,ドルトムント市のウェスドファーレン製鉄所
で6,000人の労働者が参加して組合本部の承認をえないままストをはじめた。

このように協約の有効期間中に賃金引上げ要求を行なうことは,協約の平和義務規定に違反するものであ
り,使用者は拒否できる性格のものであり,しかも,組合本部はこのストを支援することはしないばかりかむ
しろ抑制に努めたのであったが,結果的には使用者は極度の労働力不足のために,自分の工場に働く労働者
の要求に対してはあまり強い態度がとれなかったなど,企業内の労務管理面への配慮と,予想以上の好況で
少少賃金を引上げても操業を維持した方が得策であるとの判断があったことなどのため,非公認スト参加
労働者の要求を全面的に受け入れることとなった。

こうした鉄鋼産業における非公認ストと大幅賃上げの動きは,ザール地方の石炭鉱業やキールの造船部門
にも波及し,ピーク時には非公認スト参加者数は鉄鋼業で約4万人,石炭鉱業で約2万人,造船部門で約1万人
にものぼり,さらにこのあとつづいて官公部門においても非公認ストが起っている。このような9月に入っ
てからの非公認ストを伴う賃金交渉の結果,賃上げ率はま各部門とも著しく大きくなり,またすでに交渉を
終っていた部門においても,さかのぼって賃上げ率が手直しされる例などもみられた(第7表)。

1970年にはいっても非公認ストはつづき,鉄鋼,金属産業でも広範囲にわたって非公認ストが起っ
た。1970年の鉄鋼,金属産業の賃金交渉は,賃金ドリフトについての地域差が大きいため,中央統一交渉が
行なえず,地域別に交渉が行なわれるなど従来と賃金交渉のやり方が変わってくるといった特徴もあった
が,交渉が開始されると最初から使用者側の回答が不満であるとして,ノルドライン,ウエストファーレン地
方だけで10万人にものぼる非公認ストが起つた。その後交渉が進み,ヘッセン地域,ニーダーザクセン地域
など多くの地域では交渉が妥結したが,ノルドライン,ウエストファーレン地区,ノルドヴユテンベルグ,ノ
ルドバーデン地区などでは交渉がまとまらず,調停にまで持ちこまれるなど長期にわたって混乱が続き,最
終段階では組合本部は妥結の方針を決めたが,下部組合員がそれを納得せず,非公認ストが続いた。

第7表 非公認スト発生による賃上げ率の上昇の状況
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以上のような企業ないし事業所レベルでの強い賃上げ圧力を反映して,酉ドイツの賃金上昇率は1969年以
降爆発的に大きくなり,製造業部門では1968年には協約賃率の前年比4.5%から1970年第2四半期には
10.7%にまで高まり,また同じ期間に実収賃金は7.6%から16.2%へと上昇テンポが大きくなっている(第8
表)。

第8表 ウエイジ.ドリフトの状況

このような非公認ストの発生により西ドイツの賃金交渉機構は大きな変化にさらされようとしている。
イギリスの場合と同様,西ドイツにおいても産業別協約によって賃金率の大枠が決定され,企業ないし事業
所レベルでそれを補完する取りきめが使用者と経営協議会(組合とは無関係の従業員代表組織)の間で行な
われるのが一般的であつた。そして,このような企業レベル等での取りきめはあくまで補完的役割を果す
にすぎないものであり,賃金決定には実質的影響をもつことは少ない性格のものであった。

ところが,出来高給労働者が全労働者の6割程度を占めていることや,労働力不足などのために,近年しだい
に企業レベルなどで付加される賃金部分が大きくなり,企業レベルなどでの取りきめが影響力を強める傾
向があったのが,最近の非公認ストの発生によってその傾向がさらに一段と強まる結果となった。それに
は企業レベルで付加される賃金部分が太きくなるとか,あるいは組合本部が妥結しようとしても下部が反
発して協約賃率の引き上げをより大きなものにするとかの面ばかりでなく,交渉機構の面でも変化があら
われはじめている。

つまり,非公認ストは組合の指令によらず,支援もうけないものであるから,企業が交渉をし7ようとしても,
組合代表を相手とすることができない。

1969年における鉄鋼産業や石炭産業の場合には,このため使用者は組合とは全く別個の工場内の従業員代
表によって組織されている経営協議会等を相手として交渉を行なった。そして使用者と経営協議会との
間で基本的賃金率の改定に関する取りきめが,組合と使用者団体との間で協約が締結されるまでの間,暫定
的に結ばれることも少なくなかった。
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企業レベルをこえて労働組合が組織されている西欧諸国において,各国とも近年企業レベル以下での組合
の代表権の問題が起り,従業員代表と組合代表との関係について複雑な問題をひきおこしている場合が少
なくなかった。

こういったなかで西ドイツは企業レベルにおける労働組合の役割と経営協議会の役割が比較的すっきり
しており,組合側は協議会委員の選挙などを通じて間接的に経営陥議会に影響力をもち,この経営協議会を
通じて組合本部と一般組合員との接触を保つようにしてきた。

しかし,この西ドイツにおいても,最近,組合はより直接的に企業段階で組合機能を発揮したいという気運が
高まり,金属工業などにおいては,協議会とは別に職場委員を置くことを協約で定めるなどの動きが出はじ
めていた。

そのようなときに非公認ストの発生に伴なって,一時的にしろ経営協議会が賃率の改定について使用者と
取りきめを結ぶなど重要な役割を果すようになってきたことは,組合にとって改めて企業レベルにおける
組合代表のあり方に関心をもたねばならなくなってきたばかりでなく,その成り行き如何によっては産業
別賃金交渉機構にも何らかの影響をもつものであり,注目される。
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4.    ヨーロッパ諸国における“山猫スト(非公認スト)”の状況と賃金交渉につ
いて
III    スェーデンの状況

ヨーロッパ諸国のうちではもっとも中央集権的労使関係をもつスェーデンにおいても,しだいに企業レベ
ルなどの動きが問題となるようになり,1969年秋にはついに非公認ストが発生するまでにいたつた。

スエ―デンの非公認ストは港湾部門と金属鉱山部門で最初に発生した。

Goteborg港で発生した港湾労働者の非公認ストは,同調者が少なく短期間で終つたが,金属鉱山部門(会社
は国有会社のLuossavaak:ja-Kii「unavaaraAB)の場合は,最初250人の労働者が,全国協約で決定した出来高
賃率が不満であるとしてすわり込みをはじめたことから始まり,しだいに同調者が増加して,組合役員の説
得もきかず,12月から翌年の2月まで続き,最後はスト参加者の要求がほとんど容れられて終つた。この非
公認ストの影響をうけて,労働協約の内容を不満とする非公認ストが,その他でもヴオルヴオ自動車など数
件発生した。

スェーデンにおいては,産業別に組織されでいる労働組合の中央連合体であるLOと使用者団体(SAF)との中
央交渉によって賃金等に関する最低基準が親協約としてきめられ,それをうけて産業別に実質的な賃金交
渉が行なわれるのが一般的な賃金決定の方式であるが,近年しだいに中央ないし産業レベルの交渉力が弱
まり,しだいに下部の影響力が強まる傾向があらわれていた。たとえば,

(1) 1956年以降は下部団体の承認をえなければ親協約を締結できなくなってきていること。 

(2) 1946年に工場協議会の設置に関する協約が結ばれ,1966年に協議会の機能を強化する改正が行な
われていること。 

(3)使用者が賃上げと引きかえに出来高給を積極的に導入し,ワークスタディなどを通じて実質的に
企業レベル等で賃金をきめるようになっていること。 

(4)協約賃率より30%前後高い賃金が支払われる例があること。 

こういった傾向が進んでいただけに1969年に協約内容に対する不満から非公認ストが発生し,使用者側が
その要求を受け入れる結果になったことの影響は大きく,賃金等の決定機構がしだいに中央集権的なもの
から,下部の段階もそれぞれのレベルに応じた機能を果す多元的なものに変りつつあるとみられる。
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4.    ヨーロッパ諸国における“山猫スト(非公認スト)”の状況と賃金交渉につ
いて
IV    その他

西欧諸国のなかでは労働組合の中央統制力が相対的に強かったイタリアにおいても,最近,企業レベルでの
労使関係の役割が強まる傾向がある。とくに1963年頃から組合側は積極的に企業レベルでの組合活動を
進める方針をとり,企業レベルでの組合の承認と企業別協定の締結を進めており,しだいに産業別中央協約
から企業別協定に組合の重点が移りつつある。企業別協定は化学工業などに多く,1969年には約100万労
働者を対象に2,000件が締結されている。

このように組合側は企業レベルでの労使関係を重視する態度をとってきているが,組合幹部と下部組合員
との間の断絶は大きく,1969年9月には金属化学部門の100万労働者が24時間の職場放棄をするほか,トリ
ノのフィアット第32,33工場で800名の労働者が参加して非公認ストが発生するなど混乱が続いている。

フランスにおいても組合側は企業段階での組合活動分野を拡充する方針をとっており,1968年には,工場毎
に組合支部を置き,工場委員会に組合代表を出席させることを認めさせる法律をつくるところまでこぎつ
けているが,1969年の国有鉄道の争議のときなどの例にみられるように非公認ストは発生しているもよう
である。

以上ヨーロッパの主要国について,最近の非公認ストの事例を紹介するとともに,賃金交渉との関連などに
ついてコメントしたが,これらの最近の変化を総合してみると,非公認スト一つ一つについては,国,産業,あ
るいは企業などによってそれぞれ特殊な事情があってその様相は必ずしも一定していないが,しかし共通
する点も少なくない。すなわち,1)大組合主義のもとにおいて,組合幹部と末端組合員との間の意思疎通が
円滑を欠き,時には上部の下部に対する統制が行きとどかないような傾向が強まっていること,2)労働力不
足が激化するにつれて,個個の企業においては特定の職種について中央の協約賃金交渉とは別に格別の配
慮をしなければならない条件が強まってきており,時には協約賃金交渉では熟練職種に交渉の重点がおか
れているのに,企業レベルではたとえば不熟練のダーティ.ワークなどにむしろ重点をおかねばならないな
ど,全く相反する考え方がとられることすらあること,3)交渉範囲が広域化し,業種が多部門化すればする
程,個個の企業の技術的条件や経営条件が反映しにくくなり,とくにそれが成長部門において強くあらわれ
やすいことなどの事情がみられる。

ヨーロッパ諸国と対照的に,労働組合が企業別に組織され,賃金交渉も企業レベルで行なわれるのが一般的
であるわが国においては,このような企業内の事情が反映しにくいという問題は全くなく,逆に産業全体の
動向とか,国民経済の動向などが反映されにくくなっている。このようなもとでわが国においても,春闘方
式の定着化など最近賃金決定機構の問題が注目されはじめているが,以上のようなヨーロッパ諸国におけ
る経験は今後のわが国の賃金決定のあり方を検討する上で参考となる点が多いといえよう。
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5.    消費者物価水準の国際比較

消費者物価水準の国際比較,とくに日米比較については,これまでに多くの研究が発表されており,その主要
なものを列挙すれば,第1表のようになっている。

ここでは,1960年,1965年と最近時点の1969年の各時点について,わが国のアメリカ,西ドイツ,フランスに
対する相対的な消費者物価水準を推計してみた。その際,全品目を総合した全体の消費者物価水準のほか,
品目の性格によって分類した費目(たとえば,牛肉ロース,牛肉中肉,豚肉ロース,ベーコンなどの品目をく
くって肉類とする)ごとに消費者物価水準を算出した。

推計の方法はつぎの通りである。

まず,アメリカについては,推計時点が新しく,また対象品ロが多い(170品目)1965年における永山,稲橋氏の
推計(「日米の消費者物価比較」総理府統計局研究彙報第18号)を基礎として,1960年および1969年は1960
～1965年および1965年～1969年の日米両国の消費者物価の変化から次式により推計した。

R i =R O ,×C t ,

添字:0 1965年, t1969ないし1960年

R: アメリカを100とする日本の消費者物価水準

C: アメリカのCPI(1965年=100)に対する日本のCPI(1965年=100)の比率つまり CPI jt /CP ut (jは日本,uはア
メリカ)

ただし,永山.稲橋推計のうち,品目の内容が日米間でかなり違っている一部品目(理髪,パーマネント)につい
ては,通産省「世界の消費者物価44年度調査」の価格資料を用いた。

各品目を積上げて費目別ないし全体の消費者物価比率を算出する際,わが,国の消費パターン(消費支出金額
の構成比)によるウェイトを用いるか,アメリカの消費パターンによるウェイトを用いるかによって結果は
かなり異なるので,ここでは,日本の消費パターンウェイトによるもの,アメリカの消費パターンウェイトに
よるもの,および両者の幾何平均―いわば両国の中間的パターン―の三通りについて計算を行なった。(第
2の(1)表,第3の(1)表)

1) 日本ウェートによる場合 ΣWji/Σ(P ui ／P ji W ji 

2) アメリカウェートによる場合 Σ(P ji ／P ui W ui /ΣWui 

3) 幾何平均 V1)×2) 

添字日本, uアメリカ,i品目,p物価,Wウエイト

つぎに,西ドイツ,フランスについては,経済企画庁が39年度の「国民生活白書」において行なった,1960年
のわが国の西ドイツ,フランスに対する物価水準比率(対象品目70)を基礎とし,1960年および1969年を推計
した。一部品目の補正や推計方法は前述のアメリカの場合に準じて行った(第2の(2)(3)表,第3の(2)(3)
表)。
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以上の推計の結果によると,わが国の消費者物価水準は欧米に比較してつぎのような特徴がみとめられ
る。

1) 消費者物価全体についてみると1960年においては,日本ウエイト,比較対象国ウ.イト,幾何平均の
いずれによつても,わが国は欧米にくらべかなり割安であったが,最近わが国の消費者物価上昇が著
しいため,割安の程度が小さくなってきている。 

2) 日本ウエイトによる場合と比較対象国ウエイトによる場合とを比較すると,前者の場合が後者の
場合よりもわが国の物価水準が低くなる。前者と後者の乖離は食料および雑費において著しい。 

3) 1969年について,わが国物価水準のアメリカに対する比率を費目別にみると,食料は,日本ウェイ
ト,アメリカウェイト,幾何平均で,それぞれ93%,135%,112%で,最も低い日本ウェイトでみても,アメ
リカの水準に接近している。とくに肉類,調味料,菓子,砂糖,飲料,加工飲料が割高となっている。

被服,光熱はいずれのウエイトにおいても60～70%である。

雑費は,日本ウェイトでは43%であるが,アメリカウェイトでは88%とかなり高くなる。

また,1960年に比較すると,被服,光熱の比率はあまり変らないが,食料や雑費中理容衛生などでは比率
の上昇が比較的大きい。 

4) 西ドイツ,フランスに対するわが国の物価比率は前記アメリカに対する,場合にくらべやや高く,物
価水準がやや接近している。費目別の傾向はアメリカの場合と類似している。 

第1表 消費者物価水準の日米比較についての主要推計
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第2表 日本の消費者物価水準の欧米に対する比率
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第3表 日本の消費者物価指数の欧米に対する比率
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6    消費者物価における各段階の取り分の推計方法について

消費者物価上昇による名目所得の増加が生産,流通のどの段階に配分されたか,また賃金や賃金以外の部分
にどのように分けられたかを明らかにするため,消費者物価中に占める各段階の取り分を昭和35,40,およ
び44年について推計した。

推計は,消費者物価指数を構成する品目別に,各段階の取り分を産業連関表などから推計し,消費者物価指数
のウエイトを用いて加重平均した。全体の消費者物価のほか工業製品,生鮮食料品,サービスなどの分類に
ついても算出した。

詳細はつぎの通りである。

(1)記号

Pc消費者価格

Pp生産者価格

S k 消費者価格中のkの取り分,すなわち

k=Pのときは生産者取り分 (SP=PP)

k=m 商業マージン (S m =S mw +S m

k=mw 卸売マージン

k=mr 小売マージン

k=tr 運賃

k=w 賃金(S w ,=S WP +S WN )

k=wP 生産段階賃金

k=wm 商業段階賃金 (S wm =S wmw ,+S wmn )

k=w mw 卸売段階賃金

k=w mr 小売段階賃金を 意味する。

E k 消費者価格中に占めるkの取り分の割合 (E k =S k ／P c )

(2)推計方法および資料

1) 35,40年「産業連関表」の購入者価格表(Cij),生産者価格表(Pij),商業マージン表(Mij)および運賃表(Tij)に
より,消費者価格中に占める生産者,商業マージンおよび運賃の取り分の割合を次式により求める(35年153
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部門,40年156部門)。

EP,i=Sp,i／Pc,i=Pi,j／Cijただしi=産業連関表の部門(行)j=民間消費支出部門

Em,i=Sm,i／Pc,i=Mi,j／Ci,j (ijは第1部門の生産物が,民間消費支出部門(j)で消費されることを示す。)

Etr,i=Str,i／Pc,i=Ti,j／Ci,j

Emw,Emrは40年の450部門表によって同様に求め,これを156部門に統合した。Emの中に占めるEmw,Emr
の割合(Emw／EmE,Ewr／Em)は35,44年とも40年に同じとした。またサービス部門については
EP=1.00,Em=0.0,Etr=0.0と前提した。

2)44年の各取り分の割合は品目ごとに次式によって推計する。

EP,44=(Sp／Pc)44=(Sp／Pc)40×(Pp,44／Pp,40)×(Pc,40／Pc,44)

Etr,44=(Str／Pc)44=(Str／Pc)40X(Ptr,44／Ptr,40)X(Pc,40／Pc,44)

Em,44=(Sm／Pc)44=1-(Sp／Pc)44-(Str／Pc)44

ただし,Ppの増加は日本銀行「卸売物価指数」(農水産物については農林省「農村物価賃金統計」,「水産
養殖業統計年報」の生産者価格により,その他卸売物価指数の得られないものについては業界資料等によ
つた。),PCの増加は総理府統計局「小売物価統計」Ptr(運賃)の増加は国鉄運賃(日本国有鉄道「鉄道統計
年報」)による。

3) 「工業統計表」,「商業統計表」(卸売,小売別)によって生産額および販売額に占める現金給与総額の割
合(*EwP,*Ewmw,*Ewmr)を求め,これにそれぞれ(1),(2)で求めた生産者の取り分,卸売.小売マージンの割合
を乗じて,消費者価格に占める賃金の割合(それぞれE wp ,E wmw ,E wmr )を求める。

eg,*EwP×Ep,

E wmw =*E wmw .E mw =*E wmw .E m .E mw ／E m

ただし調査年次が推計の年次と一致しない場合があるので最近調査時点の賃金比率を用いて補関した。
たとえば,商業段階賃金比率40年は商業統計39年と41年の平均値をとり,また44年は商業統計41年と43年
の差を1年間延長して求めた。

なおサービス部門については,各種政府,業界の業務統計によつた。

4)以上によって求めたEkによってSkの増加率(sk)を次式より求める。

Sk=E k,t ／E k,o ×P c,t ／P c,o ただし Oは基準年次tは比較年次

5)以上の計算の結果は別表のとおりである。この計算は品目ごとに行なったが,各資料によって品目の分
類がかなり異なるのでできるだけ品目を共通にした。

(3)各取分の動き

以上によってみると,商業マージンの増加している品目が一般的であり,また多くの品目において生産,流通
段階を通じて賃金の取り分の増加がみられた。

一部品目によっては3時点の動きがばらばらであったり,なかには.異常な値を示すものもあるが,一般的に
商業マージンや賃金の取り分の増加は35～40年により太きく,40年代にはいると各取り分の動ぎはかなり
安定的である傾向がみられる。

計算結果
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7    物価,所得の変動の消費に対する影響の推計について

(1)消費関数の計測

価格や世帯所得の変動が消費量に対しいかなる影響を与えるかを明らかにするため,費目別の消費関数を
次式の形で計測した。

Ci/C=α 0 , i +α 1 , i +C/P+α 2 , i P i /P+α 3 , i m

ただし Ci 第i品目支出額 (一世帯当り)

C 消費支出総額 ( 〃 )

Pi 第i品目CPI

P CPI計

m 世帯人員(一世帯当り)

計測に当っては,総理府統計局「家計調査」 (人口5万以上都市勤労者世帯)及び「消費者物価指数」により
中分類ごとの月次データを12ケ月移動平均し,42～45年データと35～38年データによる二期間について推
計した。

この推計式の計測はある費目の消費量は所得(消費支出総額によってあらわした)とその費目の価格によっ
て決定されるという前提にたっているが,その推計結果は別表のとおりであり,多くの費目について相関係
数は高く,また係数も統計的に有意に測定された(第1表)。

(2)所得と価格の消費需要に対する影響

各項目について消費量に対する所得と価格の影響を標準化パラメータ(注)によって比較すると,多くの費
目において所得効果の方が大きい。価格効果の方が大きい費目は,42～45年には,生鮮魚介,野菜,乾物など
に限定され少ない。もっとも35～38年には,このほか加工食品,菓子,家賃,衣料,身回り品,理容衛生などで価
格効果が大きくなっていたが,4245年には全般的に所得効果の方が大きくなる傾向がみられた(第2表)。

(注)標準化パラメーター

推計式における所得と価格の単位が異なるので,この効果を比較するため,所得,価格,消費量の各変数の
データをX-X/0 x (Xは平均値0 x は標準偏差,Xは各変数)という形になおして計算したパラメーター。この
パラメーターによって所得と価格の変動が共通の単位でとらえられ,その消費量に及ぼす効果が比較でき
る。また,以上の推計式に,計測期間中の実際の所得ないし価格の変化を入れてみると,42～45年について
は大部分の費目において,所得増大による消費量の増大が価格上昇による消費量減少を上回っている。し
かし,所得効果がマイナスである主食,世帯人員減の影響を受けた教育費のほか,生鮮魚介,野菜,乾物などで
価格上昇の影響が大きく,実質消費が減少している(第3表)。

(3)潜在需要の推定

上記の消費関数において当該費目のみ価格の変動がなかったと仮定した場合のその費目の想定消費量(Ci
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* ,p:cons)と実際の消費量(Ci * )の差(D)を算出すれば,それは価格上昇によって実現されなかった消費量で
あり,一種の未充足潜在需要と考えることができる( * は推計式による値)。

1すなわち42～45年についてはD=ci * ,p:cons-ci * 45 =α2,i.1/P 45 〔Pi 42 -Pi 45 )。またD/Ci* 45 つまり未
充足潜在需要の実現された消費量に対する割合は,潜在需要超過率ということができよう。

このような潜在需要超過率を算出してみると第4表のように42～45年では家賃,身回品,菓子,果物などで大
きく,35～38年では菓子,果物,教養で大きくなっている。

潜在需要超過率は算式からも予想されるように価格上昇と関係をもっている。具体的に両者を比較する
とつぎの点が指摘できる。

1)生鮮魚介,野菜,果物の季節商品や乾物などは供給の制約から価格上昇が大きく,そのため実質消費
量は伸び悩み,潜在需要超過率が大きくなっている。 

2)所得の影響が大きく,価格の影響が小さい家具,飲料,交通通信,酒類などは,当然所得増加に伴う需要
量の増加が大きいが,価格はそれほど伸びず,また潜在需要超過率も小さい。これらは,供給の適応が
比較的円滑に行なわれたか,または公共料金的性格のためであると思われる。 

3)所得の影響が大きいため,価格の影響が大きいにもかかわらず,実質消費量が増加し,この面からの
価格の上昇を支えていると思われるものとして家賃,肉,外食,塩干魚介,文房具などが考えられ,これら
はかなり大きい潜在需要超過率を示している。 

4)所得の影響はそれほど大きくない反面,価格の影響が強い衣料,理容衛生,身回品,菓子などは価格上
昇が大きいため,かなりの潜在需要超過率を有しながら実質消費は伸び悩んでいる。 

第1表 消費関数の推計結果
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第2表 消費関数の標準化パラメーター
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第3表 消費量増減に対する各効果の割合
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第4表 潜在需要超過率
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8    勤労者福祉総合指標について

勤労者の生活は家計面からみる限り,30年以降の高度成長の結果,所得水準,消費水準が大幅に向上し,資産
も充実の方向にすすんでおり,著しい改善がみられる。

しかし,一方では社会資本の立ち遅れや公害問題など,高度成長のひずみが生じ,これが,勤労者,ひいては一
般国民の福祉向上の新しい障害となっている面も無視できないようになってきた。

このため,勤労者生活の分析においても単に家計面からのみとらえるのではなく,勤労者をとりまく,環境や
社会的制度など貨幣をもって計測できない分野を含めた総合的な見地からのアプローチを行なう必要性
が強まっている。以上のような見地から作成したのが「勤労者福祉総合指標」である。

勤労者福祉総合指標の体系は,1)雇用環境水準,2)労働環境水準,3)所得資産水準,4)私的生活水準の4つの大
カテゴリーをもち,大カテゴリーはそれぞれ幾つかのカテゴリーによって構成されている。各カテゴリー
はそれぞれ量的尺度と質的尺度をあらわすいくつかの個別指標によって構成されている。

各カテゴリー水準の計算にあたっては,まず最初に個別指標の原系列を昭和35年=100として,指数値の上
昇が改善度の向上を示すように指数化し,ついで,各カテゴリー内での量的尺度,質的尺度だけによるそれぞ
れの幾何平均を求め,この両指数値の幾何平均によって各カテゴリー指数値を求めた。

また,大カテゴリー指数はそれを構成しているカテゴリーの指数値の幾何平均として求めた。

勤労者福祉総合指標の考え方,その構成および利用した資料および算出方法はつぎのとおりである。
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8    勤労者福祉総合指標について
(1)    勤労者福祉総合指標体系の考え方

この体系では,勤労者の生活に関係の深い項目をとらえることに主眼がおかれている。

′ まず勤労者の生活の内容は「職場における生活」と「私的生活」にわけられ,さらに職場における生活
は,1)職場に入る前の条件整備,2)職場における労働条件,労働環境,3)職場から離れた場合(とくに働けなく
なった場合)の救済制度の3つにわけることができよう。

まず,職場生活の1)については

i)就業の場に入るために必要な自己の才能,技能を高める条件は整備されているか(能力開発) 

ii)就業の機会が十分に与えられているか,就業を可能にする条件は整備されているか(雇用機会) 

の2つの条件が考えられ,さらに2)については,

iii)就業の場の労働環境はどうか(安全衛生) 

iv)提供している労働の量はどうか(労働の量) 

v)提供している労働の質はどうか(労働の質) 

vi)提供している労働に対する報酬の改善度はどうか(所得) 

vii)労働の報酬は対等に決定される状況にあるか,また,労使関係は良好か(労使関係の安定) 

viii)失業の不安はないか(雇用の安定) 

3)については,

ix)就業できなくなった場合の救済制度はどうか(所得医療保障)などの条件が考えられる。

また,私的生活では 

x)労働の報酬の改善に伴う資産の改善はどうか(資産) 

xi)労働による疲労をいやし,新たな労働への活力を生む条件は整備されているか(住居,健康,安全,余
暇) 

,などがとくに私的生活のうちでも勤労者としての面に関係の深い項目であろう。

これらの条件1)～xi)をカテゴリーとし,さらにそれを再整理して,i),ii),viii)を雇用環境,iii),iv),v),vii),ix)を労
働環境,vi),x)を所得,資産,xi)を私的生活の4つの大カテゴリーに大分した。

つぎに各カテゴリーに対応して,いかに適切な指標を採用するかという問題であるが,複雑な内容をもつカ
テゴリーを幾つかの指標で表現するのであるから,その指標はその分野の発展水準を十分代表するもので
なければならない。この体系では,各カテゴリーには量的側面と質的側面とがあることに着目し,量的指標
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と質的指標を組み合わせることにより各カテゴリーを表現した(第1表)。

第1表 勤労者福祉総合指標の体系
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なお,労働の質の面については,労働密度,単調労働等職務内容の変化による不満感,疎外感など新しい問題
が起っているが,現段階では適切な指標が得られないため,指標化は行なわなかった。将来この面のデータ
の開発加工などは技術的に残された問題である。
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8    勤労者福祉総合指標について
(2)    個別指標の資料出所,および算出方法

個別指標の原系列および指数は第2表,第3表のとおりであるが,その資料出所,算出方法は以下のとおりである。

1.雇用環境

1)能力開発

i1 高校進学率, i2 生徒数教員数比率(高校),i3 高等教育就学率i4 学生数大学短大教員数比率―――文部省「教育統計
資料集」i5 職業訓練受講率―労働省職業訓練局調べ,受講率とは労働力人口に対する職業訓練生数(公共職業訓練 (2
級技能士訓練課程を含む),認定職業訓練)の割合i6 職業訓練生数.指導員数比率―労働省職業訓練局調べ,公共職業訓
練および認定職業訓練i7 各種学校受講率, i8 各種学校生徒数.教師数比率―文部省「学校教育基本調査」,受講率と
は労働力人口に対する各種学校生徒数(各種学校のうち外国人学校を除く)の割合

2)雇用機会

i9 求人求職倍率―――労働省「職業安定業務統計」,求人求職倍率=求人数÷求職数,求人数,求職数とも学卒(中学,
高校)と一般の和。ただし一般の求人数,求職数は職業安定業務統計から得られる求人数,求職数の7.92倍とし
た。7.92は一般入職者の職業安定機関利用率の逆数(労働省「雇用動向調査」(昭和44年))である。

i10 就職率――労働省「職業安定業務統計」,就職率とは求職者数に対する就職者数の割合。求職者数,就職者数と
も学卒(中学,高校)と一般の和。ただし一般の求職者数,就職者数は職業安定業務統計から得られる求職者数,就職者
数の7.92倍とした。7.92についてはi9参照。

3)雇用の安定(失業の不安)

i11 経営上の都合による離職率―労働省「雇用動向調査」,同調査での常用労働者数に対する経営上の都合による離
職者数の比率i12 臨時日雇名義労働者数比率―労働省「雇用動向調査」,常用労働者総数に対する臨時日雇名義の常
用労働者数

2.労働環境

1)安全衛生

i13 度数率―労働省「労働災害動向調査」,度数率とは延100万労働時間あたり死傷者数。昭和43年以降については
調査産業計に建設業(総合工事業)が含まれていないので,同調査の総合工事業の請負金額計の度数率をもって,総合
工事業の度数率として,調査産業計に加えた。

i14 死傷者1人平均労働損失日数-i13に同じi15 業務上疾病の発生率―労働省「業務上疾病調」,発生率とは労働基
準法適用労働者数に対する業務上の疾病発生件数i16 業務上の疾病のうち,死亡者の占める割合―労働省「労働者死
傷月報」により推計,具体的には労働者死傷月報での,毒劇物,有毒ガス,蒸気,高熱物による死傷者数に占める死亡者
数の比率

2)労働の量

i17 労働時間,i18 労働時間に占める所定外労働時間の割合―労働省「毎月勤労統計調査」産業計(規模30人以上)

3)労使関係の安定

i19労働組合組織率,i20労働協約適用率―労働省「労働組合基本調査」,組織率とは雇用労働者数に対する労働組合
員数。適用率とは労働協約締結可能組合員数に対する労働協約適用組合員数の比率i21 労働争議参加率,i22 労働争
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議損失日数(組合員千人あたり)――労働省「労働争議統計調査」,同「労働組合基本調査」,参加率とは労働組合員
数に対する労働争議行為参加人員の比率

4)所得医療保障

i23～i26失業保険,労災保険,健康保険,厚生年金の適用率―労働省「失業保険事業年報」,同「労災保険事業年報」,
社会保険庁「事業年報」,私学共済「事業年報」,農林漁業共済「事業年報」,総理府統計局「事業所統計調査」失業
保険の適用率とは,民営の常雇数(事業所統計調査)に対する失業保険および船員失業保険の被保険者数の比率労災
保険の適用率とは,民営雇用者数(事業所統計調査)に対する労災保険被保険者数の比率。ただし,有期事業が主体で
ある林業,漁業,建設業を除いた。

健康保険の適用率とは,民営常雇数(事業所統計調査)に対する健康保険(政府管掌,組合管掌),船員保険,私学共済(短
期)の被保険者数の比率厚生年金の適用率とは,民営常雇数(事業所統計調査)に対する厚生年金(第1種～3種),船員保
険,私学共済(長期),農林漁業共済の被保険者数の比率注 1)被保険者数はいずれも各年6月末現在である。

2)事業所統計調査年次以外の年の雇用者数は補間推計した。

i27～i30 失業保険,労災保険,健康保険,厚生年金の給付水準―総理府社会保障制度審議会事務局「社会保障統計年
報」,経済企画庁「国民所得統計」,ここでいう給付水準とは,雇用者所得に占める被用者保険総費用 (実支出)。被用
者保険総費用とは社会保険総費用から国民健康保険および国民年金保険の総費用を差し引いたもの。

なお,この給付水準は,給付費等の総費用で表わしてあるため,失業保険や労災保険では制度の改善が進んでいるが失
業や労働災害という保険事故が減少すると実際の給付額もその分については減少する。このため給付水準が制度
改善の結果を必ずしも反映しないということに留意する必要がある。

3.所得,資産

1)所得

i31 賃金水準―労働省「毎月勤労統計調査」,産業計(規模30人以上),実質賃金指数i32 賃金格差―労働省「賃金構造
基本調査」,企業規模1,000人以上の男子標準労働者の生涯賃金を100とした規模10～99人の男子標準労働者の生涯
賃金比率。ここでいう生涯賃金には55歳定年時までの定期給与額および賞与などの特別給与が含まれ,退職金は含
めていない。原系列はこのようにして中卒,高卒の標準労働者,それぞれについて生涯賃金比率を求め,相加平均した
もの。

2)資産

i33 金融資産残高(実質)―総理府統計局「貯蓄動向調査」,勤労者世帯,貯蓄残高から負債を差し引いた残高を消費者
物価指数により実質化i34 金融資産対月収比―総理府統計局「貯蓄動向調査」,勤労者世帯,貯蓄動向調査による平
均年収から求めた平均月収に対する金融資産残高の比i35 持ち家比率,i36 持ち家のスペース―総理府統計局「国勢
調査」,同「住宅統計調査」,i35は勤労者世帯,i36は全世帯,持ち家のスペースは1人あたり畳数,i37 通勤時間
―NHK「国民生活時間調査」,同調査での労働のための外出時間,35年については,外出時間が内容別にとれないの
で,40年の外出時間に占める労働のための外出時間の比率を用いて推計した。原系列はこうして得た1週間の総通勤
時間を6で除した時間である。

4.私的生活

1)住居(通勤)

i38 通勤混雑度―運輸省「大都市交通年報」,最混雑1時間における車線別の混雑度(混雑度=通過人員/輸送定員)を
通過人員で総合することにより平均混雑度を交通圏(首都,中京,京阪神)別,輸送機関(国鉄,私鉄,地下鉄)別に算出し,
こうして得た平均混雑度を各交通圏別,輸送機関別の定期券利用旅客数をウェイトとして総合したもの,i39 1人あた
り住宅スペース―総理府統計局「国勢調査」,同「住宅統計調査」1人あたり畳数,全世帯,i40上下水道普及率―厚生
省および建設省調べ,原系列は上水道普及率と下水道普及率の相加平均

2)健康安全

i41 傷病発生率(有病率)―厚生省「国民健康調査」,勤労者世帯の世帯人員1,000人あたりの有病者数i42 50歳未満
死亡数の総死亡数に占める比率―厚生省「人口動態統計調査」,人口構成を35年に固定して算出した。

i43 交通事故死傷者数,i44 交通事故の死傷者のうち死亡の占める割合―警察庁調べ
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3)余暇

i45 1人あたり年間余暇時間―NHK「国民生活時間調査」,原系列は勤労者の週間余暇時間,余暇時間とは,交際,休養,
趣味,余暇のための外出,新聞。雑誌,ラジオ,テレビに費した時間,国民生活時間調査では1日の生活活動時間 (時間量)
の合計が24時間を越えることがあるので,越えた時間量については各生活行動に比例配分し24時間に調整した。35
年調査では余暇のための外出時間がとれないので,40年調査での外出時間に占める余暇時間の比率を用いて推計し
た。

i46 年間旅行回数-41年以降は経済企画庁「消費者動向予測調査」,勤労者世帯,40年以前については労働省推計,推
計には総理府「全国旅行動態調査」から得られる年間旅行回数(勤労者)の傾向を用いた。

i47 テレビ普及率―普通世帯数(国勢調査)に対するテレビ受信契約世帯数(NHK調べ)の割合(各年10月)i48 1人あた
り書籍発行部数―出版二ュース社「出版年鑑」,書籍には週刊誌,月刊誌を含まない。

第2表 勤労者福祉総合指標―原系列
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第3表 勤労者福祉総合指標―指数
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9.    中高年勤労者世帯の家計の将来推計

最近のすう勢が今後も続くと仮定して,勤労者の定年前後から引退時までの家計状況をみるために,昭和45
年現在45歳,子供2人を有する都市在住の平均的な勤労者を想定して,1)子供2人をともに大学または高校に
進学させる,2)45年時点で住宅公団の分譲住宅を普通分譲(即金価格500万円,頭金240万円,残金は20年元金
均等払い),または勤労者向けとして昭和41年に創設された特別分譲(即金価格370万円,頭金50万円,残金は
当初5年間は利子返済のみ,以後20年間元利均等払い)で取得する,3)55歳で定年退職して再就職し,65歳で
引退するなどを前提して,とくにライフサイクルからみて,この時期に支出が増大する教育費,住宅取得費の
負担を中心に家計バランスを推計してみるとつぎのようになる。推計は1)大学進学,普通分譲の場合 2)高
校進学,特別分譲の2つのケースについて行なったが,まず,1)のケースからのべよう。

このケースでは46歳時には,住宅返済額は年間収入の30%,これに教育費9%,租税。社会保険料などの負担
11%を加えると,年間収入の50%をこれら固定的支出に充当しなければならなくなり,世間一般の生活水準
を維持しようとすれば,世帯主収入に対して29%程度の赤字がでることになる。

46歳以降ベースアップや定期昇給などによって収入が過去と同様に増加すると仮定すると,住宅返済額の
減少も影響して,住宅返済額の収入に対する比率は低下するが,子供2人を大学に進学させるため,教育費負
担が高まり,50歳時には住宅返済額が16%,教育費が20%,租税などの支出が12%,合計48%と固定的支出の
圧迫がいぜん大きく,この時点でも赤字は21%に達する。その後は,子供が大学を卒業する時期に達するの
で教育費負担はへり,家計は黒字に転ずる。しかし,定年退職時の貯蓄保有額は,過去の家計赤字の補填のた
めの借金と,住宅返済金の残金を退職金から返済すると,退職金の残金を含めても,定年時の消費支出の約
3.6年分となり,定年後の生活維持のためには再就職がどうしても必要となる。

定年後の収入は,定年前に比べて約6割に低下し,しかもそれ以降は年齢が高まることによる収入増加はな
くなるとしても,貯蓄の利子収入を加えると,一般的な消費の上昇と同じ程度の生活向上を見込んでも,しば
らくは貯蓄の減少はさけられる。しかし,60歳以降になると,消費支出が収入をかなり上回るようになるた
め,赤字補填のため貯蓄をとり崩さねばならなくなる。この結果,65歳引退時の貯蓄保有高は,その時点の消
費支出の約1.3年分に減少し,それのみでは引退後の生活はごく短かい期間しか賄えないことになる。

子供は2人とも高校より以上には進学せず,分譲住宅も頭金やはじめの期間の返済が少ない特別分譲住宅を
取得する2番目のケースでは,46歳時には,住宅,教育などの負担が大きいため,家計は約15%の赤字ではある
が,47歳時から黒字に転じ,定年時の貯蓄保有高は,その時点での消費支出の約6.4年分となる。

第1図 収入にしめる固定的支出の割合
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定年後については,第1のケースとことなって貯蓄の利子収入を加えると貯蓄をとり崩す必要はなく,引退
時の貯蓄保有高は名目額では定年時よりやや増加するが,一般的な消費の向上に比べるとその増加が小さ
いため,消費支出に対する割合では約3.6年分となる(第1図,第2図)。

もっとも,この想定には,老後の生活が,1)子供から完全に独立して行なわれること,2)老後生活に対する社会
保障が想定されていないこと,3)保有している住宅の老後における処分や各種の利用可能性が考慮されて
いないこと,などの面があり,実際には子供の援助や社会保障,各種の社会福祉施設などの利用,各種副収入
(間貸賃その他)などがあるので,必ずしもわが国におけるすべての老後生活の要素を考慮したものではな
い。なお,推計の詳細については次のとおりである。 
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昭和45年労働経済の分析 参考資料
9.    中高年勤労者世帯の家計の将来推計
(1)    モデル設定の趣旨

勤労者家計のモデルを設定し,将来の生活を予測しようという試みは国民

第2図 定年後の貯蓄保有額と消費支出に対する割合

生活センターや一部の市中銀行などで既になされているが,ここでは主として大都市の中高年勤労者世帯
に焦点をあて,これから住宅を取得し,子弟を上級学校にあげるとすれば,定年前後の収支バランスはどうな
るか,また定年時および職業生活からの引退時にはどの程度の貯蓄が見込まれるかを試算したものであ
る。

この推計はおおむね過去3～5年の傾向を単純に延長したものであり,あくまでも“現在までのような傾向
が今後も続くとすれば”という事を前提にしている。
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9.    中高年勤労者世帯の家計の将来推計
(2)    モデルの枠組

モデルとしては大都市在住の平均的勤労者世帯を選び,つぎのような条件を設定した。

1) 家族構成

昭和45年現在,世帯主45歳,妻42歳で,17歳および15歳の2子を有する。

2) 世帯主の定年および引退

世帯主は55歳で定年退職し,ただちに再就職して65歳で職業生活から引退する。

3) 子供の教育

子供は2人とも大学へ進学させるか,あるいは2人とも高校までとするかの2通りのケースを想定する。

4) 住宅取得

住宅は日本住宅公団の分譲住宅を45年に取得したものとしたが,普通分譲住宅を取得した場合と特別分譲
住宅を取得した場合の2通りのケースを想定した。

これらの想定の根拠は以下のとおりである。

大都市の勤労者世帯にしたのは,住宅問題が大都市に集中しているためである。

世帯主の年齢を昭和45年に45歳としたのは,一般的にこのころから子供が上級学校へ進学しはじめ,教育費
負担が増加しはじめること,また,住宅の取得も社内貸付の利用等による取得は,その返済年数等を考慮する
と45歳程度が限度ではないかと思われること等による。

妻の年齢は厚生省「人口動態統計」によれば昭和26年の平均結婚年齢が,男25.9歳,女23.1歳であることか
ら求め,子供の年齢は昭和30年の母親の出産年齢が第1千24.8歳,第2子27.1歳なので,妻の年齢が25歳,27歳
時に出産したこととして求めた。

定年年齢は近年延長の傾向にあるといわれているが,42年で企業の約6割が55歳定年制をとっている(労働
省「雇用管理調査」)ことから55歳とした。

また再就職をし,職業生活から引退する年齢を65歳としたのは,労働省「定年到達者調査」(45年)によれば
44年度の定年到達者のうち“働かないと生活に困る”者が81.5%あり,そのうち就業必要年齢を65歳まで
としている者が55.7%(60歳までを含めると68%)と半数をこえていることによった。

教育に関しては,全国の高校への進学率は45年で82.1%,大学への進学率は24.5%(短大を含む)であるが,今
後大学への進学率が上昇することが予想されるので子供2人とも高校または大学へ進学するという2ケー
スを設定した。

住宅は全て公団の分譲住宅を購入することとしたが,これは一般の建売り住宅に関する統計的資料が得ら
れないことと,土地つき一戸建て住宅を取得する場合は更に購入額が高くなり平均的な勤労者層では負担
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が大きすぎるのではないかと思われるためである。しかし公団の分譲住宅は競争率が高いので,分譲希望
者に比べると実際の入居者は少ない。したがって,このモデルは住宅に関しては比較的恵まれた層を対象
としたといえよう。

なお子供は,学校を卒業すると独立して家計を営むものとした。したがって,子供の結婚費用などについて
の親の援助は想定しておらず,また逆に子供から親への仕送りも考えていない。
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9.    中高年勤労者世帯の家計の将来推計
(3)    推計方法
1)    収入の初期値と将来の収入

昭和45年現在の世帯主収入は年収1,387千円とした。これは44年大都市勤労者世帯の世帯主収入(平均年
齢約40歳)を人口5万以上の都市勤労者世帯の世帯主収入の伸び率で45年に延長し,それを労働省「賃金構
造基本統計」(44年)の各歳別賃金を用いて年齢を45歳に調整して求めた。

(注)(44年大都市世帯主／収入(40歳)(45/44人口5万／増加率)(40歳から45歳への／増加率)

87,676円 × 1.099 × 1.199 =115,548円

115,548円×12ヵ月=1,386,576円

なお,40歳から45歳の年齢増加に伴なう賃金増加率は「賃金構造基本統計」 (44年)の標準労働者,調査産業
計,規模計,学歴計の男子の賃金総額(所定内給与＋特別給与)を各歳別に並べ,3歳移動平均を行なったもの
である。45歳～54歳の年齢の増加による収入の増加についても同様の方法によっている。

45歳から54歳までの収入は,前述の各歳毎の増加に,総理府統計局「家計調査」による39～44年にかけて
の人口5万以上の都市の年齢別世帯主収入の増加(これは第1表では「ベースアップなどによる収入増加」
としてある)をかけて求めた。増加率は45～49歳が年率10.3%,50～54歳9.7%,55～59歳8.9%,60～64歳
6.8%である。

退職金は11,412千円とした。この数値は定年時の所定内給与に最近の支給率をかけて求めた。支給率は
労働省「賃金労働時間制度総合調査」 (43年)により500人以上,調査産業計の定年者のうち旧中,新高卒の
支給率(所定内給与の46.4ヵ月分)を用いた。

(注)世帯主収入(賃金総額)から所定内給与を分離するのには「賃金構造基本統計」(44年)の,40～49歳層に
おける所定内給与の賃金総額に対する割合(65.8%)によって求めた。

(54歳の年間世帯主収入) (54歳の年間所定内給与)

4,485,573円×0.658 = 2,951,507円(54歳の月間所定内給与)

2,951,507円÷ 12ヵ月= 245,959円

245,959円×46.4ヵ月=11,412,498円→退職金

55歳の再就職時の世帯主収入は年間で2,579千円とした。これは45年の労働省「定年到達者調査」などに
より雇用者として再就職した者の賃金減少率を,54歳時収入に乗じて推計した。

(注)具体的には「定年到達者調査」の減少率はきまって支給する給与についてのみ調査されているので
(定年前賃金の62.6%に減少する),44,45年の「賃金構造基本統計」により調査産業計,規模計,学歴計の男子
の数値で賃金総額に調整した(定年前賃金の57.5%になる)。

なお,55歳以降は年齢による収入の増加はないものとした(第1表)。
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第1表 世帯主収入の将来推計基礎資料
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9.    中高年勤労者世帯の家計の将来推計
(3)    推計方法
2)    支出の推計方法

イ 教育費

中学,高校は文部省の「父兄負担の教育費調査」により父兄が支出した生徒1人当り学校教育費(高校は全
日制)の公立,私立計をベースにして40年から43年にかけての増加率で伸ばした(第2表)。

第2表 学校教育費の推移

大学は文部省「学生生活調査」により,同じく40年から43年にかけての増加率を用いた。国立,公立,私立
は在学者数により加重平均してある。

ロ 住宅取得費用

(イ)普通分譲住宅

即金分譲価格は45年の住宅公団全支所平均が497万円なので500万円とした。

頭金は最初の返済額が月収の4分の1以内であることから計算すると240万円になる。

(注) (45年の世帯主収入の月収) (返済最高限度額)

115,548円÷4=28,877円

(100万円についての月返済額)

28,877円÷11,130円=2.6
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よって28,877円は260万円に対する返済額に相当する。

頭金=500万円-260万円=240万円

240万円のうち貯金からは130万円引出すとして残り110万円を公団以外から借金することになる。

借金の内訳は社内貸付70万円,銀行借入40万円とした。社内貸付は44年の実績が1人当り融資現在高が71
万円,平均融資利率は年4.8%,平均償還年数が約11年であることから,70万円を年4.8%で10年(定年を考え
て)で借り元金均等方式で返済することにした(労働省「勤労者持家意識等実態調査」,日本住宅協会「企
業の従業員に対する住宅対策に関するアンケート調査」など)。

残る40万円の銀行借入れは,年利率9.48%,10年の元利均等方式返済とした。

なお,住宅公団からの借入れは260万円で20年償還(元金均等方式)であるが,定年時に退職金で残金を一括
返済(約142万円)するとして計算した。

(ロ)特別分譲住宅

特別分譲住宅は, 一般サラリーマン向けに41年度から売り出され,即金分譲価格(45年では即金分譲は行
なっていないが),頭金とも割安になっている。即金分譲価格は45年の支所計で約370万円,頭金は50万円で
ある。

したがって,住宅公団への負債は320万円となり,最初の5年は利子分だけの返済なので年間265千円,続く5
年は元金返済も加わり335千円となる(元利均等方式)。残りは普通分譲と同様定年時に一括返済する(約
304万円)。

ハ 経常支出

経常支出は後述のように消費支出に若干の調整をしたものである。

45年時の経常支出は1,198千円とした。

これの算出にはまず,44年の人口5万以上の都市,勤労者世帯の45～49歳の消費支出を4人に換算し,その額
から45～49歳の教育費,家賃地代と黒字のうち,保険掛金純増,月賦払い純増,掛買払い純増,繰越純増,その他
純増を差引いた(月間83,720円)。それを人口5万以上の都市の勤労者世帯の45年から45年にかけての増加
率で伸ばし,さらに大都市に調整した。

(45/44年)(注)83,720円×1.132=94,771円(44年大都市÷人口5万消費支出)

94,771円×1.053×12ヵ月=1,197,526円――モデルの45歳時の経常支出

45歳～54歳については,年齢の上昇による増加の推計はまず44年の「全国消費実態調査」の3大都市圏,勤
労者世帯の各歳きざみの消費支出を3歳移動平均し,それを40年の人口5万以上の都市,勤労者世帯から求め
た人員調整係数により世帯人員の変化を調整した(第3表)。それに世帯主収入と同様に39年から44年にか
けての人口5万以上の都市,勤労者世帯の年齢別の増加率をかけて求めた。

第3表 経常支出の将来推計基礎資料
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第4表 家計モデルによる将来推計ケース1(普通分譲,大学)
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第5表 家計モデルによる将来推計ケース2(特別分譲,高校)
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55歳～64歳については年齢上昇による支出増は考えず,タイムシリーズの増加率のみで引き伸ばした。

二 非消費支出

44年の総理府統計局「家計調査」で全国,勤労者世帯のうち“夫婦または未婚の子供がいる世帯”の世帯
主収入に対する当該非消費支出の世帯主年齢別にみた割合を用いた。これによると45～49歳11.1%,50～
54歳11.7%,55～60歳12.1%,60～64歳11.7%となっている。55～60歳の割合が高いのは,退職金の税金が
入っているためと思われる。
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9.    中高年勤労者世帯の家計の将来推計
(3)    推計方法
3)    貯 蓄

45年の純貯蓄保有高は1,661千円である。これは以下のようにして求めた。

まず44年の総理府統計局「全国消費実態調査」により,全国の“今後5年間に住宅,土地の購入,建築計画の
ある世帯”のうち40～49歳平均の,貯蓄額から生命保険掛金と住宅。土地購入のため以外の負債を除いた
額(1,291千円)を求め,それを大都市に調整(1,291千円×1.198=1,547千円)し,更に45年に調整(44年の人口5
万以上の都市の40～49歳の世帯主収入に対する貯金純増比率が8.2%なので,モデルの世帯主収入1,387千
円×0.082=114千円となり,1,547千円+114千円=1,661千円を得る)した。

当面,住宅購入の頭金として貯金が必要となるが,1,661千円を全て使うのも不安が残るので,最低限の予備
費を留保すると約130万円が使用可能となる。

(注)45年貯蓄増強中央委員会「貯蓄に関する世論調査」により,引出した貯蓄の使途のうち“病気,不時の
災害”の分(全世帯40歳台は16.6%,勤労者世帯計では20.1%)を除くと約139万円～133万円となる。

貯蓄の利率は銀行の1年もの定期預金の年利率5.75%を用い,家計の黒字は貯蓄に繰り入れ赤字は貯蓄から
引き出した。ただし,ケース1の定年までは,後述するように赤字による貯蓄引出しを行なわないとした。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

昭和45年 労働経済の分析



  

昭和45年労働経済の分析 参考資料
9.    中高年勤労者世帯の家計の将来推計
(3)    推計方法
4)    家計のバランス

世帯主収入から教育費,住宅借入金返済,経常支出,非消費支出を除いたものがその年の黒(赤)字となる。黒
字の場合は貯蓄に繰り込んだ。なお,ケース1の場合は貯蓄額が緊急のための最低限であることから,赤字
の場合でもとり崩しをせず,勤め先からの借入れ(退職金引当て)を行なうことを想定し,年利率4.8%で元利
合計を求め,定年時に一括返済することとした。
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